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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸状のワークを把持する把持手段と、
　前記ワークに対してその径方向及び軸方向へ移動可能な工具と、
　前記ワークと前記工具とを相対的に前記ワークの軸線周りに回転させながら、前記ワー
クに対して前記工具を径方向へ切り込ませて前記軸方向へ移動させた後、前記工具を径方
向へ逃がすといった工具パスを繰り返してねじ切り加工を行う加工制御手段と、
　前記ワークと前記工具の相対的な回転速度を前記工具パス単位で変更可能な回転速度制
御手段と、
　前記工具パス毎の前記回転速度を演算する回転速度演算手段と、
　表示を行う表示部と
を備えた工作機械であって、
　前記回転速度制御手段は、
　前記回転速度を、基準回転速度の設定値である基準回転速度設定値から変更幅の設定値
である変更幅設定値分高い速度である変更最大速度と、前記変更幅設定値分低い速度であ
る変更最小速度とで変更するか、又は複数の回転速度候補値の何れかに変更すると共に、
　びびり振動が抑制されるものとして予め記憶された前記基準回転速度と前記変更幅又は
前記回転速度候補値の条件を示す速度条件情報を参照して、前記基準回転速度設定値及び
前記変更幅設定値の少なくとも一方又は前記回転速度候補値が前記条件を満たさない場合
には、前記条件を満たすように前記基準回転速度設定値及び前記変更幅設定値の少なくと
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も一方の変更、又は前記回転速度候補値の変更を行い、あるいは変更を促す表示を前記表
示部において行い、
　前記表示部は、前記変更最大速度又は前記回転速度候補値が予め決定された回転速度の
上限値である回転上限速度以下となるような、前記変更幅と前記基準回転速度との関係又
は前記回転速度候補値を表示する
ことを特徴とする工作機械。
【請求項２】
　前記速度条件情報は、予め決定された回転速度の上限値である回転上限速度を前記変更
最大速度が超えないような、前記基準回転速度と前記変更幅の前記条件、又は前記回転速
度候補値の前記条件を示す
ことを特徴とする請求項１に記載の工作機械。
【請求項３】
　前記回転速度制御手段は、前記変更最大速度又は前記回転速度候補値が前記回転上限速
度と一致するように前記基準回転速度設定値の変更又は前記回転速度候補値の変更を行い
、あるいは変更を促す表示を行う
ことを特徴とする請求項２に記載の工作機械。
【請求項４】
　前記速度条件情報は、びびり振動が抑制されるものとして予め決定された前記変更幅の
推奨値である推奨変更幅を含み、
　前記回転速度制御手段は、前記推奨変更幅と一致するように前記変更幅設定値の変更を
行い、あるいは変更を促す表示を行う
ことを特徴とする請求項１ないしは請求項３の何れかに記載の工作機械。
【請求項５】
　前記速度条件情報は、前記変更最小速度又は前記回転速度候補値が、予め決定された回
転速度の下限値である回転下限速度以上となるような、前記基準回転速度と前記変更幅の
前記条件、又は前記回転速度候補値の前記条件を示す
ことを特徴とする請求項１ないしは請求項４の何れかに記載の工作機械。
【請求項６】
　前記表示部は、前記変更最大速度又は前記回転速度候補値と予め決定された回転速度の
上限値である回転上限速度とが等しくなる前記条件を満たす前記変更幅と前記基準回転速
度又は前記回転速度候補値を表示する
ことを特徴とする請求項１ないしは請求項５の何れかに記載の工作機械。
【請求項７】
　更に、びびり振動を検出する振動検出部を備えており、
　前記回転速度制御手段は、前記振動検出部で検出した振動が予め記憶されたしきい値以
上であると、前記基準回転速度設定値を小さくする変更、及び前記変更幅設定値を推奨変
更幅に近づける変更の少なくとも一方、又は前記回転速度候補値の変更を行い、あるいは
変更を促す表示を行う
ことを特徴とする請求項１ないしは請求項６の何れかに記載の工作機械。
【請求項８】
　前記回転速度制御手段は、前記変更幅と前記基準回転速度について、前記変更最大速度
と予め決定された回転速度の上限値である回転上限速度とが等しくなる状態で変更を行う
ことを特徴とする請求項７に記載の工作機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばねじ切り加工が可能な旋盤等の工作機械に関する。
【背景技術】
【０００２】
　軸状のワークに対してその径方向及び軸方向へ移動可能な工具によってねじ切り加工す
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る際のびびり振動を抑制する工作機械として、下記特許文献１に記載のものが知られてい
る。この工作機械では、軸線周りで回転するワークに対して工具を径方向へ切り込ませて
軸方向へ移動させた後径方向へ逃がす工具パスが繰り返され、ワークの回転速度は工具パ
ス毎に所定の高速回転速度（変更最大速度）と所定の低速回転速度（変更最小速度）とで
変更され、特定回数目（最終）の工具パスが高速回転速度で行われるように、１回目の工
具パスにおける回転速度が決定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－８７８８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の工作機械では、各種のワークに対してびびり振動を効率的に抑制するため
の高速回転速度と低速回転速度の差（変更幅）は必ずしも明確ではなく、作業者がワーク
毎に適切な変更幅を探して設定することが比較的に困難である。又、工具パス毎に回転速
度の変更幅を設定したにもかかわらず、びびり振動が抑制できなかった場合の対応が明確
でない。更に、ワークの回転速度の上限（回転上限速度）を超える変更幅が指令可能であ
り、指令に係る回転速度（回転上限速度より速い速度の指令）と実際の回転速度（回転上
限速度）が相違してしまう可能性がある。
【０００５】
　そこで、請求項１に記載の発明は、びびり振動を効率的に抑制可能な回転速度やその変
更幅等を容易に設定し得る工作機械を提供することを目的としたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、軸状のワークを把持する把持手
段と、前記ワークに対してその径方向及び軸方向へ移動可能な工具と、前記ワークと前記
工具とを相対的に前記ワークの軸線周りに回転させながら、前記ワークに対して前記工具
を径方向へ切り込ませて前記軸方向へ移動させた後、前記工具を径方向へ逃がすといった
工具パスを繰り返してねじ切り加工を行う加工制御手段と、前記ワークと前記工具の相対
的な回転速度を前記工具パス単位で変更可能な回転速度制御手段と、前記工具パス毎の前
記回転速度を演算する回転速度演算手段と、表示を行う表示部とを備えた工作機械であっ
て、前記回転速度制御手段は、前記回転速度を、基準回転速度の設定値である基準回転速
度設定値から変更幅の設定値である変更幅設定値分高い速度である変更最大速度と、前記
変更幅設定値分低い速度である変更最小速度とで変更するか、又は複数の回転速度候補値
の何れかに変更すると共に、びびり振動が抑制されるものとして予め記憶された前記基準
回転速度と前記変更幅又は前記回転速度候補値の条件を示す速度条件情報を参照して、前
記基準回転速度設定値及び前記変更幅設定値の少なくとも一方又は前記回転速度候補値が
前記条件を満たさない場合には、前記条件を満たすように前記基準回転速度設定値及び前
記変更幅設定値の少なくとも一方の変更、又は前記回転速度候補値の変更を行い、あるい
は変更を促す表示を前記表示部において行い、前記表示部は、前記変更最大速度又は前記
回転速度候補値が予め決定された回転速度の上限値である回転上限速度以下となるような
、前記変更幅と前記基準回転速度との関係又は前記回転速度候補値を表示することを特徴
とするものである。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、上記発明にあって、前記速度条件情報は、予め決定された回
転速度の上限値である回転上限速度を前記変更最大速度が超えないような、前記基準回転
速度と前記変更幅の前記条件、又は前記回転速度候補値の前記条件を示すことを特徴とす
るものである。
　請求項３に記載の発明は、上記発明にあって、前記回転速度制御手段は、前記変更最大
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速度又は前記回転速度候補値が前記回転上限速度と一致するように前記基準回転速度設定
値の変更又は前記回転速度候補値の変更を行い、あるいは変更を促す表示を行うことを特
徴とするものである。
　請求項４に記載の発明は、上記発明にあって、前記速度条件情報は、びびり振動が抑制
されるものとして予め決定された前記変更幅の推奨値である推奨変更幅を含み、前記回転
速度制御手段は、前記推奨変更幅と一致するように前記変更幅設定値の変更を行い、ある
いは変更を促す表示を行うことを特徴とするものである。
　請求項５に記載の発明は、上記発明にあって、前記速度条件情報は、前記変更最小速度
又は前記回転速度候補値が、予め決定された回転速度の下限値である回転下限速度以上と
なるような、前記基準回転速度と前記変更幅の前記条件、又は前記回転速度候補値の前記
条件を示すことを特徴とするものである。
　請求項６に記載の発明は、上記発明にあって、前記表示部は、前記変更最大速度又は前
記回転速度候補値と予め決定された回転速度の上限値である回転上限速度とが等しくなる
前記条件を満たす前記変更幅と前記基準回転速度又は前記回転速度候補値を表示すること
を特徴とするものである。
　請求項７に記載の発明は、上記発明にあって、更に、びびり振動を検出する振動検出部
を備えており、前記回転速度制御手段は、前記振動検出部で検出した振動が予め記憶され
たしきい値以上であると、前記基準回転速度設定値を小さくする変更、及び前記変更幅設
定値を推奨変更幅に近づける変更の少なくとも一方、又は前記回転速度候補値の変更を行
い、あるいは変更を促す表示を行うことを特徴とするものである。
　請求項８に記載の発明は、上記発明にあって、前記回転速度制御手段は、前記変更幅と
前記基準回転速度について、前記変更最大速度と予め決定された回転速度の上限値である
回転上限速度とが等しくなる状態で変更を行うことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、びびり振動を効率的に抑制可能な回転速度やその変更幅等を容易に設
定し得る工作機械を提供することができる、という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明に係る工作機械の概略図である。
【図２】図１の工作機械に係る、主軸回転速度が工具パス（パス）単位で変更される場合
の、主軸回転速度とパスの関係の例が示される説明図である。
【図３】図１の工作機械に係る、変更最大速度が回転上限速度を超えない変更幅と基準回
転速度との関係の表示例が示される説明図である。
【図４】図１の工作機械に係る、よりびびり振動を抑制し易い変更幅設定値と基準回転速
度設定値とを案内する表示例が示される説明図であって、（ａ）は基準回転速度設定値Ｓ

０が推奨回転速度Ｓ１以下である（Ｓ０≦Ｓ１）場合の図であり、（ｂ）は基準回転速度
設定値Ｓ０が推奨回転速度Ｓ１を超えて回転上限速度Ｓｍａｘ未満である（Ｓ１＜Ｓ０＜
Ｓｍａｘ）場合の図であり、（ｃ）は、基準回転速度設定値Ｓ０が回転上限速度Ｓｍａｘ

以上である（Ｓ０≧Ｓｍａｘ）場合の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態の例が、適宜図面に基づいて説明される。尚、本発明の実施形
態は、以下の例に限定されない。
【００１１】
　図１は当該例に係る工作機械１７の概略図である。工作機械１７は、主軸１の先端に把
持手段としてのチャック２を備え、チャック２により軸状のワーク３を把持可能となって
いる。主軸１を回転自在に支持する主軸台４内には、主軸１を回転させるためのモータ５
、及び主軸１の回転速度を検出するためのエンコーダ６が内蔵されている。回転速度制御
手段としての主軸制御部９は、エンコーダ６によって、主軸１の回転速度を監視するとと



(5) JP 6603104 B2 2019.11.6

10

20

30

40

50

もに、主軸１の回転速度を制御する。工具８は、ワーク３の径方向および長手方向に動作
可能な刃物台７に固定されている。
【００１２】
　又、工作機械１７は、工作機械１７全体の挙動を制御する工作機械制御部１０を備えて
いる。工作機械制御部１０は、回転速度制御手段としての主軸制御部９、及び刃物台７の
動作を制御する図示しない送り軸制御部（加工制御手段）と接続されている。又、工作機
械制御部１０には、入力部１１と、記憶部１２と、演算部１３と、表示部１４と、パラメ
ータ自動調整部１５と、振動検出部１６とがそれぞれ接続されている。工作機械制御部１
０は、振動検出部１６からの情報に基づいて、びびり振動の有無を判断できるようになっ
ている。工作機械１７は、工作機械制御部１０を介して主軸１に支持されたワーク３の回
転速度を制御すると共に（回転速度演算手段）、工具８をワーク３の径方向に切込み、長
手方向に送るといった加工動作を周知の構成により制御する（加工制御手段の制御手段）
ようになっている。尚、工作機械制御部１０単独、あるいは送り軸制御部との組合せにつ
いて加工制御手段と捉えることも可能である。
【００１３】
　図２は、ねじ切り加工において、主軸１の回転速度である主軸回転速度が工具パス（パ
ス）単位で変更される例が示される説明図である。１つのパスは、主軸１（チャック２）
によって回転しているワーク３に対して工具８を径方向へ切り込ませてワーク３の軸方向
へ移動させた後、径方向へ逃がすといったものであり、工作機械１７にあってはかような
パスが適宜繰り返される。図２では、最初の（加工開始から数えて１番目の）パスが１と
表示され、次のパスが２と表示され、同様にそれ以降のパスが示されている。演算部１３
は、主軸回転速度の基準回転速度Ｓの現在の設定値である基準回転速度設定値Ｓ０や、基
準回転速度設定値Ｓ０からの変更度合を示す変更幅Ｗ（％）の現在の設定値である変更幅
設定値Ｗ０といったパラメータに基づいて、記憶部１２に記憶された下記［数１］を参照
し、主軸回転速度を変更した場合の主軸回転速度の最大値である変更最大速度ＳＨと、主
軸回転速度の最小値である変更最小速度ＳＬとを算出する。そして、工作機械制御部１０
は、主軸回転速度を、パス単位で、算出された変更最大速度ＳＨと変更最小速度ＳＬの何
れかに変更するよう主軸制御部９に指令を送るようになっている。
【００１４】
【数１】

【００１５】
　次に、本発明の要部となる、変更最大速度ＳＨが主軸回転速度の上限（回転上限速度Ｓ

ｍａｘ）を超えない変更幅Ｗと基準回転速度Ｓとの関係の表示例、及び、よりびびり振動
を抑制し易い変更幅Ｗと基準回転速度Ｓとを案内する表示例について説明される。図３は
、前者の表示例が示される説明図である。図３に示される例では、パラメータが変更幅Ｗ
および基準回転速度Ｓとされており、演算部１３から演算結果を受信した工作機械制御部
１０は、変更幅Ｗを縦軸に、基準回転速度Ｓを横軸にそれぞれとった平面上に、基準回転
速度設定値Ｓ０がプロットされたものを、表示部１４において表示するよう制御している
。ここで、変更幅Ｗの上限値である変更幅上限値Ｗｍａｘは予め決定される値であって記
憶部１２で記憶されており、回転下限速度Ｓｍｉｎはねじ切り加工における（びびり振動
の発生しないものとして経験的に定められた）主軸回転速度の下限を示す予め決定された
値であって記憶部１２に記憶されており、回転上限速度Ｓｍａｘは、主軸回転速度の上限
を示す値であって記憶部１２に記憶されている。横軸は、ここでは回転下限速度Ｓｍｉｎ

から始まり、回転上限速度Ｓｍａｘを中央付近で含むように設定されている。又、線Ａ、
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線Ｂはそれぞれ次の［数２］，［数３］により演算部１３で演算されて描かれたものであ
る。更に、線Ａ，Ｂや縦軸と横軸で囲まれる（図３，４で影（ハッチング）付で示される
）領域Ｃは、変更最大速度ＳＨが回転上限速度Ｓｍａｘを超えない変更幅Ｗと基準回転速
度Ｓとの関係を示し、次の［数４］，［数５］を満たす。
【００１６】
【数２】

【数３】

【数４】

【数５】

【００１７】
　図４は、よりびびり振動を抑制し易い変更幅Ｗと基準回転速度Ｓとを案内する表示例が
示される説明図である。図４において、推奨変更幅Ｗｒは経験等に基づき予め設定される
推奨の変更幅Ｗであり、線Ｒは次の［数６］により表示される。又、推奨回転速度Ｓ１は
線Ｒと線Ｂとの交点として表される回転速度である。図４（ａ），（ｂ），（ｃ）は、基
準回転速度設定値Ｓ０が、推奨回転速度Ｓ１や回転上限速度Ｓｍａｘに対してそれぞれ次
の［数７］，［数８］，［数９］の関係を満たす場合の表示例である。
【００１８】
【数６】

【数７】

【数８】

【数９】

【００１９】
　工作機械制御部１０は、［数７］～［数９］の何れの関係を満たしている場合であるか
を判断し、表示部１４は、工作機械制御部１０の制御により、それぞれの場合に応じ、図
４（ａ），（ｂ），（ｃ）に示されるように、領域Ｃの範囲内で変更幅設定値Ｗ０を推奨
変更幅Ｗｒに向かって上げるように促す案内を表示するようになっている。図４（ａ）に



(7) JP 6603104 B2 2019.11.6

10

20

30

40

50

示されるように、［数７］の関係を満たしており、変更幅設定値Ｗ０を推奨変更幅Ｗｒと
同値に維持可能である（（基準回転速度設定値Ｓ０，推奨変更幅Ｗｒ）の点が領域Ｃ内に
あるという条件を充足している）場合は、（基準回転速度設定値Ｓ０，０）の点から縦軸
に平行な方向に（基準回転速度設定値Ｓ０，推奨変更幅Ｗｒ）の点まで延びる矢印と、（
基準回転速度設定値Ｓ０，推奨変更幅Ｗｒ）の点から（０，推奨変更幅Ｗｒ）の点まで延
びる矢印の組からなる矢印群Ｄ１により、パラメータを現在の（基準回転速度設定値Ｓ０

，推奨変更幅Ｗｒ）に維持する旨の案内がなされる。
【００２０】
　一方、図４（ｂ）に示されるように、［数８］の関係を満たしており、変更幅設定値Ｗ

０を推奨変更幅Ｗｒまで上げる前に線Ｂに達する場合は、基準回転速度設定値Ｓ０を推奨
回転速度Ｓ１まで下げ、変更幅設定値Ｗ０を推奨変更幅Ｗｒに向かって上げるよう促す案
内（基準回転速度設定値Ｓ０が推奨回転速度Ｓ１と等しいという条件を満たし、変更幅設
定値Ｗ０が推奨変更幅Ｗｒと等しいという条件を満たす案内）を矢印群Ｄ２として表示す
るようになっている。尚、工作機械制御部１０は、低減する基準回転速度設定値Ｓ０の値
について、変更幅設定値Ｗ０を推奨変更幅Ｗｒに設定することができる範囲で最も加工能
率の高い推奨回転速度Ｓ１の値として演算している。
【００２１】
　他方、図４（ｃ）に示されるように、［数９］の関係を満たしており、基準回転速度設
定値Ｓ０が領域Ｃの範囲外である場合、表示部１４は、まず領域Ｃの範囲内になるまで基
準回転速度設定値Ｓ０を下げて推奨回転速度Ｓ１とするような案内（基準回転速度設定値
Ｓ０が推奨回転速度Ｓ１と等しいという条件を充足するための案内）を矢印群Ｄ３によっ
て表示するようになっている。
【００２２】
　又、表示部１４は、びびり振動が抑制されない場合のために、変更幅設定値Ｗ０を推奨
変更幅Ｗｒに向かって上げた後に基準回転速度設定値Ｓ０を低減するように促す案内も表
示するようになっている。即ち、工作機械制御部１０は、振動検出部１６からの情報に基
づきびびり振動の発生を把握すると（振動検出部１６で検出された振動が予め決定され記
憶されたしきい値以上であると）、変更幅Ｗが推奨変更幅Ｗｒになっていない場合には、
変更幅Ｗが推奨変更幅Ｗｒとなるように促す案内を、上向きの矢印の描画によって表示す
る。又、変更幅Ｗが推奨変更幅Ｗｒであったとしても、基準回転速度設定値Ｓ０を更に低
減するように促す案内を、例えば現在の基準回転速度設定値Ｓ０から左向きの矢印を表示
部１４において描画することで表示する。工作機械制御部１０は、変更幅Ｗが推奨変更幅
Ｗｒとされ、あるいは基準回転速度設定値Ｓ０が下げられていった場合において、振動検
出部１６で検出された振動が予め決定されたしきい値未満となると、基準回転速度設定値
Ｓ０の降下を停止することができる。
【００２３】
　図３に示される回転上限速度Ｓｍａｘと変更幅Ｗとの関係の情報や、図４に示されるパ
ラメータの変更に関する情報は、速度条件情報として、記憶部１２によって保持されてい
る。オペレータは、表示部１４に表示された内容に基づいて、入力部１１を介して変更幅
設定値Ｗ０、基準回転速度設定値Ｓ０を変更することができる。
【００２４】
　上記工作機械１７は、軸状のワーク３を把持する主軸１のチャック２と、ワーク３に対
してその径方向及び軸方向へ移動可能な工具８と、ワーク３と工具８とを相対的にワーク
３の軸線周りに回転させながら、ワーク３に対して工具８を径方向へ切り込ませてワーク
３の軸方向へ移動させた後、工具８を径方向へ逃がすといった工具パスを繰り返してねじ
切り加工を行う送り軸制御部と、ワーク３と工具８の相対的な回転速度に相当する主軸回
転速度を工具パス単位で変更可能な主軸制御部９と、工具パス毎の主軸回転速度を演算す
る工作機械制御部１０とを備えており、主軸制御部９は、主軸回転速度を、基準回転速度
Ｓの設定値である基準回転速度設定値Ｓ０から変更幅Ｗの設定値である変更幅設定値Ｗ０

分高い速度である変更最大速度ＳＨと、変更幅設定値Ｗ０分低い速度である変更最小速度
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ＳＬとで変更すると共に、びびり振動が抑制されるものとして予め記憶された基準回転速
度Ｓと変更幅Ｗの条件を示す速度条件情報を参照して、基準回転速度設定値Ｓ０及び前記
変更幅設定値Ｗ０の少なくとも一方が速度条件情報の条件を満たさない場合には、条件を
満たすように基準回転速度設定値Ｓ０及び変更幅設定値Ｗ０の少なくとも一方の変更を促
す表示を表示部１４において行う。よって、びびり振動を効率的に抑制可能な回転速度や
その変更幅等を容易に設定し得る工作機械１７を提供することができる。
【００２５】
　又、速度条件情報は、予め決定された主軸回転速度の上限値である回転上限速度Ｓｍａ

ｘを変更最大速度ＳＨが超えないような、基準回転速度Ｓと変更幅Ｗの条件を示す。よっ
て、びびり振動を確実に抑制することができる。加えて、主軸制御部９は、変更最大速度
ＳＨが回転上限速度Ｓｍａｘと一致するように基準回転速度設定値Ｓ０の変更を促す表示
を行うので、びびり振動を抑制しながら加工能率を十分に確保することができる。
【００２６】
　更に、速度条件情報は、びびり振動が抑制されるものとして予め決定された変更幅Ｗの
推奨値である推奨変更幅Ｗｒを含み、主軸制御部９は、推奨変更幅Ｗｒと一致するように
変更幅設定値Ｗ０の変更を促す表示を行う。よって、びびり振動をより効率的に抑制する
ことができる。
【００２７】
　又更に、表示部１４は、変更最大速度ＳＨが回転上限速度Ｓｍａｘ以下となるような変
更幅Ｗと基準回転速度Ｓとの関係（領域Ｃ）を表示するので、びびり振動抑制のために変
更すべき基準回転速度設定値Ｓ０や変更幅設定値Ｗ０が分かり易く、変更最大速度ＳＨと
回転上限速度Ｓｍａｘが等しくなる条件を満たす変更幅Ｗと基準回転速度Ｓ（線Ｂ）の表
示により、びびり振動を抑制しながら優れた加工能率を確保するために変更すべき基準回
転速度設定値Ｓ０や変更幅設定値Ｗ０が分かり易い。
【００２８】
　尚、本発明に係る工作機械は、上記実施形態の態様に何ら限定されるものではなく、表
示部や工作機械全体に係る構成等を、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、必要に応じて適
宜変更することができる。例えば、表示部に表示された情報に基づいて、オペレータがパ
ラメータを手動で変更することに代えて、記憶部に保持された情報に基づいてパラメータ
自動調整部（工作機械制御部や主軸制御部やこれらの組合せでも良い）が自動的に上述の
ようにパラメータを連続的に変更し、振動検出部によって検出した振動が予め設定したし
きい値を下回った場合にパラメータ変更を完了することも可能である。又、上記実施形態
では、変更幅設定値や基準回転速度設定値の維持や変更の案内が連続線の矢印群によって
なされたが、単独の矢印であっても良いし、他の線種が用いられても良いし、矢印の根元
から先端へ点滅が順に送られる態様が用いられても良いし、維持の場合と変更の場合で表
示態様が変えられても良い。加えて、領域Ｃへの影（ハッチングや色塗り等）の付与は省
略されても良い。
【００２９】
　更に、上記実施形態では、変更幅が回転速度差と基準回転速度の比とされたが、変更幅
は回転速度差とされて良いし、基準回転速度の代わりに主軸オーバーライドが用いられて
も良い。更に、上記実施形態では、図４（ｂ）の場合において変更幅設定値を上げて線Ｂ
に達した後、基準回転速度設定値を下げてから変更幅設定値を上げるように案内すること
としたが、線Ｂに達した後、線Ｂに沿って基準回転速度設定値と変更幅設定値を調整する
ように案内しても良いし、線Ｂに達する前に基準回転速度設定値を下げてから変更幅設定
値を上げるように案内しても良い。又、上記実施形態では、高速側と低速側の２つの回転
速度（変更最大速度と変更最小速度）をパス毎に変更する場合について説明したが、更に
多くの回転速度をパス毎に変更する場合についても最大の回転速度（変更最大速度）と最
小の回転速度（変更最小速度）との差を用いて変更幅を定義することにより同様に実施す
ることが可能である。又、上記実施形態は、変更最大速度が回転上限速度を超えないよう
に変更幅設定値と基準回転速度設定値との調整を案内するようになっているが、変更最小
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速度が主軸回転速度の下限値（回転下限速度）となる変更幅設定値や基準回転速度設定値
を演算し、実際の主軸回転速度が予め決定された回転下限速度より小さくならないように
変更幅設定値と基準回転速度設定値との調整を案内するようにしても良い。又、上記実施
形態では、主軸回転速度を変更するためのパラメータとして変更幅と基準回転速度とが用
いられたが、変更前後の主軸回転速度を直接指定する複数の回転速度候補値が用いられて
も良い。
【符号の説明】
【００３０】
　１・・主軸、２・・チャック、３・・ワーク、４・・主軸台、５・・モータ、６・・エ
ンコーダ、７・・刃物台、８・・工具、９・・主軸制御部、１０・・工作機械制御部、１
１・・入力部、１２・・記憶部、１３・・演算部、１４・・表示部、１５・・パラメータ
自動調整部、１６・・振動検出部、１７・・工作機械。

【図１】

【図２】

【図３】
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